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登

録

年
月
日
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又
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名
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所

名

称

所

在

地

業
務
開
始

予

定

年
月
日

�		���

�

平
成

	


･

�･

��

青
森
県
教

育
委
員
会

青
森
市
新
町

二
丁
目
三
の

一

青
森
県
教

育
委
員
会

青
森
市
新
町

二
丁
目
三
の

一

平
成

	
･

�･

��

�
�
�
�
�
�

�
	
�
�


�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製造年月

試
験

結
果

の
概

要
違反の内容

粗たん白質

粗脂肪

カルシウム

リン

粗繊維

粗灰分

塩基性窒素

揮発性

水溶性窒素

消化率

ペプシン

ＴＤＮ

ＭＥ

検査

その他の
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
kcal� ㎏

水
分
％
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北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

か
ぁ
－
ち
ゃ
ん
１
０

24.12
16.6

3.9
0.85

0.87
5.2

6.9
―

―
―

69.7
―

11.8

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

モ
ー
ち
ゃ
ん
０
５

24.12
17.3

3.0
0.97

0.70
5.0

7.2
―

―
―

70.5
―

12.0

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

た
ま
ご
工
房

24.12
18.1

5.7
4.25

0.55
3.0

13.0
―

―
―

―
2,820

11.0

八
戸
飼
料
株
式
会
社
八

戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
６

同
左

彩
り
１
８

25.2
18.9

7.4
4.41

0.57
3.0

14.0
―

―
―

―
2,890

11.5

八
戸
飼
料
株
式
会
社
八

戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
６

同
左

Ｆ
Ａ
－
１
９
Ｎ

25.2
18.9

7.3
4.49

0.59
3.0

14.5
―

―
―

―
2,890

11.4

八
戸
飼
料
株
式
会
社
八

戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
６

同
左

子
豚
マ
ス
タ
ー
(Ｍ
)

25.2
15.5

4.6
0.70

0.44
2.9

4.3
―

―
―

78.5
―

12.6

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
８

同
左

協
同
飼
料

し
の
ぎ
子
豚

25.2
17.7

7.2
0.63

0.54
3.7

4.4
―

―
―

78.0
―

11.9

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
８

同
左

協
同
飼
料

ウ
ェ
イ
ク
ラ
イ
フ

25.2
16.2

3.2
0.87

0.73
3.7

5.8
―

―
―

72.0
―

12.9

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
８

同
左

協
同
飼
料

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
１
６

25.2
16.5

8.1
4.31

0.45
4.0

12.9
―

―
―

―
2,890

11.0

注
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
､
個
別
検
査
項
目
に
分
析
結
果
を
示
し
､
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
｡
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公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ラ
ピ
ア

八
戸
市
江
陽
二
丁
目
一
四
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

八
戸
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
開
発
株
式
会
社

八
戸
市
江
陽
二
丁
目
一
四

代
表
取
締
役

橋
本
昭
一

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に

代
表
者
の
氏
名
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
長
崎
屋

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
一
九
の

一
〇
代
表
取
締
役

成
沢
潤
治

変
更
な
し

八
戸
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
開
発
株

式
会
社

八
戸
市
江
陽
二
丁
目
一
四
の
一

代
表
取
締
役

橋
本
昭
一

変
更
な
し

株
式
会
社
や
ま
と

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
二
七

の
三
代
表
取
締
役

田
村
裕
二

変
更
な
し

安
田
嘉
高

八
戸
市
江
陽
二
丁
目
一
五
の
一
八

変
更
な
し

ノ
ダ
プ
ラ
ン
ツ
テ
ク
ニ
カ
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
福
沢
久
保
一
四

代
表
取
締
役

野
田
昭
夫

―

平
成

��

･

�･

��

株
式
会
社
フ
ラ
ワ
ー
シ
ョ
ッ
プ
花
誠

八
戸
市
大
字
朔
日
町
四
三
の
一

代
表
取
締
役

山
田
豊
吉

―

��

･

��･

��

株
式
会
社
パ
レ
モ

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田
町
一

代
表
取
締
役

小
田
保
則

株
式
会
社
パ
レ
モ

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
富
沢
町
一
二
の

二
〇
日
本
橋
Ｔ
＆
Ｄ
ビ
ル
三
階

代
表
取
締
役

小
田
保
則

��

･

�･

��

Ａ
ｓ
―
ｍ
ｅ
エ
ス
テ
ー
ル
株
式
会
社

東
京
都
新
宿
区
住
吉
町
八
の
一
二
プ
ラ

ザ
曙
橋

代
表
取
締
役

丸
山
雅
史

Ａ
ｓ
―
ｍ
ｅ
エ
ス
テ
ー
ル
株
式
会
社

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
三
の
一
三

神
谷
町
セ
ン
ト
ラ
ル
プ
レ
イ
ス
五
階

代
表
取
締
役

丸
山
雅
史

��

･

��･

�

株
式
会
社
橋
文

八
戸
市
卸
セ
ン
タ
ー
一
丁
目
九
の
一

代
表
取
締
役

橋
本
博
文

変
更
無
し

株
式
会
社
キ
ャ
ビ
ン

東
京
都
港
区
赤
坂
九
丁
目
七
の
一
ミ
ッ

ド
タ
ウ
ン
・
タ
ワ
ー

代
表
取
締
役

中
島
徹
郎

―

��

･

��･

��

株
式
会
社
三
愛

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
四
丁
目
三
三
の

一
〇
ト
ー
シ
ン
ビ
ル
地
下
一
階

代
表
取
締
役

和
田
敬
三

株
式
会
社
三
愛

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
四
丁
目
三
三
の

一
〇
ト
ー
シ
ン
ビ
ル
四
階

代
表
取
締
役

村
上
清
治

��

･

�･

�

有
限
会
社
キ
リ
ハ
ラ

八
戸
市
旭
ケ
丘
三
丁
目
一
の
六
八

代
表
取
締
役

桐
原
ト
シ

有
限
会
社
キ
リ
ハ
ラ

八
戸
市
大
字
三
日
町
一
六
ハ
ー
ト
ビ
ル

マ
ル
フ
ク
一
階

代
表
取
締
役

桐
原
信
達

��

･

��･

�

株
式
会
社
マ
エ
バ
ラ

八
戸
市
大
字
番
町
三
〇

代
表
取
締
役

前
原
俊
彦

変
更
無
し

株
式
会
社
モ
リ
タ

八
戸
市
八
太
郎
五
丁
目
二
〇
の
二
七

代
表
取
締
役

盛
田
明

変
更
無
し
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株
式
会
社
ハ
ニ
ー
ズ

福
島
県
い
わ
き
市
鹿
島
町
走
熊
七
本
松

二
七
の
一

代
表
取
締
役

江
尻
義
久

変
更
無
し

有
限
会
社
水
晶
堂

八
戸
市
城
下
一
丁
目
二
七
の
五

代
表
取
締
役

小
野
寺
幸
二

変
更
無
し

株
式
会
社
リ
オ
チ
ェ
ー
ン

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
平
和
一
丁
目
一

の
二
〇

代
表
取
締
役

横
山
卓
幸

株
式
会
社
リ
オ
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
平
和
一
丁
目
一

五
の
二
七

代
表
取
締
役

横
山
卓
幸

��

･

�･

�

関
野
洋
史

八
戸
市
江
陽
二
丁
目
一
四
の
一

―

��

･

�･

��

株
式
会
社
ハ
ー
モ
ニ
カ

東
京
都
西
東
京
市
田
無
町
三
丁
目
九
の

一
〇
代
表
取
締
役

松
崎
好
雄

変
更
無
し

株
式
会
社
エ
ド
商
事

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
卸
町
一
丁
目
二

の
一
〇

代
表
取
締
役

江
戸
幹
雄

変
更
無
し

株
式
会
社
イ
ー
ス
ト
ボ
ー
イ

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
四
丁
目
八
の

三代
表
取
締
役

小
林
孝
是

株
式
会
社
イ
ー
ス
ト
ボ
ー
イ

東
京
都
港
区
赤
坂
七
丁
目
一
の
一
六
日

本
生
命
赤
坂
第
二
ビ
ル
六
階

代
表
取
締
役

斎
藤
文
年

��

･

�･

��

(

住
所)

��･

�･

�

(

代
表
者

の
氏
名)

有
限
会
社
道
経
塾

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
鶉
久
保
三
一
の
一

代
表
取
締
役

野
坂
篤
司

―

��

･
�･
��

有
限
会
社
福
紗

岩
手
県
奥
州
市
水
沢
区
佐
倉
河
東
沖
の

目
一
〇
六

代
表
取
締
役

依
田
修
一

変
更
無
し

株
式
会
社
仙
台
北
辰

千
葉
県
柏
市
若
柴
八
五

代
表
取
締
役

平
野
順
造

変
更
無
し

有
限
会
社
肉
の
ふ
じ
た

八
戸
市
沼
館
一
丁
目
一
二
の
一
三

代
表
取
締
役

藤
田
隆
幸

変
更
無
し

一
野
辺
製
パ
ン
株
式
会
社

岩
手
県
二
戸
郡
一
戸
町
一
戸
字
本
町
三

八代
表
取
締
役

一
野
邊
克
彦

変
更
無
し

有
限
会
社
マ
ル
コ
ー
い
ず
も
り

八
戸
市
吹
上
三
丁
目
二
の
三

代
表
取
締
役

犹
守
達
幸

変
更
無
し

株
式
会
社
ホ
ッ
ト
ラ
ン
ド

群
馬
県
桐
生
市
広
沢
町
四
丁
目
二
四
三

〇代
表
取
締
役

佐
瀬
守
男

株
式
会
社
ホ
ッ
ト
ラ
ン
ド

宮
城
県
石
巻
市
大
街
道
北
一
丁
目
一
の

一
六
代
表
取
締
役

佐
瀬
守
男

��

･

��･

�

有
限
会
社
ク
オ
リ

八
戸
市
大
字
十
三
日
町
一

代
表
取
締
役

	
舘
理
子

変
更
無
し

株
式
会
社
丸
啓
金
正
堂

青
森
市
安
方
二
丁
目
一
〇
の
一
二

代
表
取
締
役

三
上
修
一

変
更
無
し

株
式
会
社
玉
屋
眼
鏡
店

八
戸
市
大
字
十
三
日
町
二
六
の
二

代
表
取
締
役

松
橋
長
英

変
更
無
し

清
水
嘉
夫

八
戸
市
大
字
六
日
町
一
〇

変
更
無
し

朱
希
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
有
限
会
社

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
下
大
谷
地
二
九

の
二
代
表
取
締
役



田
優
子

変
更
無
し

株
式
会
社
タ
カ
キ
ュ
ー

東
京
都
板
橋
区
板
橋
三
丁
目
九
の
七

代
表
取
締
役

臼
井
一
秀

変
更
無
し

カ
ト
レ
ア
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
山
王
沼
田
町
二
の
一

代
表
取
締
役

長
谷
川
利
夫

変
更
無
し

株
式
会
社
八
戸
ロ
ッ
ク
ウ
エ
ス
ト

八
戸
市
大
字
六
日
町
一
八

代
表
取
締
役

小
泉
浩

変
更
無
し

有
限
会
社
エ
フ

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
上
市
川
字
石
呑
四

一
の
六

代
表
取
締
役

佐
々
木
千
尋

株
式
会
社
エ
フ
ア
ン
ド
エ
フ

八
戸
市
江
陽
二
丁
目
一
四
の
一

代
表
取
締
役

佐
々
木
幸
恵

��

･

�･

�



( )

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
二
月
十
二
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
一
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
一
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
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株
式
会
社
マ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

東
京
都
杉
並
区
梅
里
一
丁
目
七
の
七
新

高
円
寺
ツ
イ
ン
ビ
ル

代
表
取
締
役

舟
橋
浩
司

変
更
無
し

株
式
会
社
未
来
屋
書
店

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
六

Ｎ
Ｔ
Ｔ
幕
張
ビ
ル
二
階

代
表
取
締
役

中
山
章

株
式
会
社
未
来
屋
書
店

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
六

Ｎ
Ｔ
Ｔ
幕
張
ビ
ル
七
階

代
表
取
締
役

羽
牟
秀
幸

��

･

��･

�

西
塚
丈
人

八
戸
市
多
賀
台
三
丁
目
一
の
七

―

�	

･

�･

	�

―

権
代
か
お
り

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
古
馬
屋
二
三
の
二

〇
七

��

･

��･

�

有
限
会
社
ぱ
っ
ち
ん

八
戸
市
下
長
八
丁
目
二
の
五

代
表
取
締
役

松
橋
孝
一

変
更
無
し

株
式
会
社
フ
レ
ッ
ク
ス
コ
ー
ポ
レ
ー
シ

ョ
ン
青
森
市
第
二
問
屋
町
一
丁
目
五
の
一
六

代
表
取
締
役

加
川
澄
子

変
更
無
し

株
式
会
社
ラ
ッ
キ
ー
恒
産

秋
田
県
秋
田
市
泉
中
央
一
丁
目
二
の
五

代
表
取
締
役

渡
邊
恒
幸

日
本
海
恒
産
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
泉
中
央
一
丁
目
二
の
五

代
表
取
締
役

渡
邊
恒
幸

��

･


･

�

株
式
会
社
八
戸
墓
苑

八
戸
市
下
長
二
丁
目
一
七
の
一
九

代
表
取
締
役

佐
々
木
博
一

変
更
無
し

株
式
会
社
ダ
ル
マ
薬
局

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
木
町
一
七
の
一

五代
表
取
締
役

和
田
永
浩

株
式
会
社
ダ
ル
マ
薬
局

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
木
町
一
七
の
一

五代
表
取
締
役

岡
野
惠
一

��

･


･

��

株
式
会
社
パ
ス
テ
ル

福
島
県
郡
山
市
島
一
丁
目
二
八
の
五

代
表
取
締
役

鈴
木
和
彦

株
式
会
社
パ
ス
テ
ル

福
島
県
郡
山
市
喜
久
田
町
字
前
北
原
五

三
の
二
六

代
表
取
締
役

鈴
木
直
人

�	

･

�･

�

(

住
所)

�	･

��･

�

(

代
表
者

の
氏
名)

株
式
会
社
パ
セ
リ
ー
菜

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
神
明
前
一
四
三
の

一
四
九

代
表
取
締
役

小
泉
輝
美

変
更
無
し

―

株
式
会
社
イ
ン
テ
レ
ク
シ
ョ
ン

秋
田
県
大
館
市
字
桂
城
一
三

代
表
取
締
役

森
川
卓
哉

�	

･

�･

��

―

有
限
会
社
ス
ト
ロ
ー
ハ
ッ
ト

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
新
寺
一
丁
目
七

の
三
五

代
表
取
締
役

東
正
直

�	

･

��･

	



( )

模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

な
り
か
ん
菖
蒲
川
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
菖
蒲
川
字
前
田
二
三
八

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
な
り
か
ん

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
生
松
一
〇
九
の
七

代
表
取
締
役

成
田
英
基

三

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
基
準
面
積
以
下
と
な
る
日

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日

五

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

弘
前
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
江
良
組

二

代
表
者
の
氏
名

江
良

昭
次

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
木
造
兼
館
立
田
一
〇
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
二
四)

第
七
一
七
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
二
月
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
二
月
十
三
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
東
北
重
量
機
工
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廃

止

前

廃

止

後

一
、
四
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル

四
八
九
平
方
メ
ー
ト
ル

市
町
村
名

大

字

名

小

字

名

悪
戸

鳴
瀬
の
一
部

青
柳
村
元

弘

前

市

下
湯
口

青
柳



( )

二

代
表
者
の
氏
名

相
馬

勝

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
大
字
太
刀
打
字
常
盤
一
二
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
四
〇
〇
〇
八
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

成
田
工
業

二

氏
名

成
田

則
比
古

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
字
錦
町
一
の
八
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
〇)

第
一
六
六
五
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
三
月
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

梅
沢
工
業

二

氏
名

今

忠
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
大
字
中
泉
字
松
枝
二
三
〇
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
一)

第
一
三
五
一
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
建
築
、
左
官
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
三
月
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

梅
沢
工
業

二

氏
名

今

忠
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
大
字
中
泉
字
松
枝
二
三
〇
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
二)

第
一
三
五
一
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

大
工
、
鉄
筋
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
三
月
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
竹
内
組

二

代
表
者
の
氏
名

竹
内

忠
義

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
芦
野
字
福
泊
二
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
四)
第
一
一
八
五
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

左
官
、
鉄
筋
、
板
金
、
ガ
ラ
ス
、
防
水
、
熱
絶
縁
、
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
三
月
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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